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自然公園法（昭和32年法律第161号） 

 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

一～五 （略） 

六 公園事業 公園計画に基づいて執行する事業であつて、国立公園又は国定公園の保護又は利用

のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。 

七 （略） 

 

（国立公園事業の執行） 

第十条 国立公園事業は、国が執行する。 

２ 地方公共団体及び政令で定めるその他の公共団体（以下「公共団体」という。）は、環境省令で

定めるところにより、環境大臣に協議して、国立公園事業の一部を執行することができる。 

３ 国及び公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認可を受けて、国立公

園事業の一部を執行することができる。 

４ 第二項の協議をしようとする者又は前項の認可を受けようとする者は、環境省令で定めるところ

により、次に掲げる事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

二 第二条第六号に規定する政令で定める施設（以下この条において「公園施設」という。）の種

類 

三 公園施設の位置 

四 公園施設の規模 

五 公園施設の管理又は経営の方法 

六 前各号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項 

５ 前項の協議書又は申請書には、公園施設の位置を示す図面その他の環境省令で定める書類を添付

しなければならない。 

６ 第二項の協議をした者又は第三項の認可を受けた者（以下「国立公園事業者」という。）は、第

四項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、公共団体にあつては環境大臣に協議しなければ

ならず、国及び公共団体以外の者にあつては環境大臣の認可を受けなければならない。ただし、環

境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 

７ 前項の協議をしようとする者又は同項の認可を受けようとする者は、環境省令で定めるところに

より、変更に係る事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出しなければならない。 

８ 第五項の規定は、前項の協議書又は申請書について準用する。 

９ 国立公園事業者は、第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、そ

の旨を環境大臣に届け出なければならない。 

10 第三項又は第六項の認可には、国立公園の保護又は利用のために必要な限度において、条件を付

することができる。 

 

（改善命令） 

第十一条 環境大臣は、国立公園事業の適正な執行を確保するため必要があると認めるときは、前条

第三項の認可を受けた者に対し、当該国立公園事業に係る施設の改善その他の当該国立公園事業の

執行を改善するために必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。 

 

（承継） 

第十二条 国立公園事業者（第十条第三項の認可を受けた者に限る。）が国及び公共団体以外の者に

その国立公園事業の全部を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめその譲渡及び譲

受けについて環境大臣の承認を受けたときは、譲受人は、譲渡人に係る国立公園事業者の地位を承

継する。 

２ 国立公園事業者である法人が合併（国立公園事業者である法人と国立公園事業者でない法人の合
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併であつて、国立公園事業者である法人が存続するものを除く。）又は分割（その国立公園事業の

全部を承継させるものに限る。）をした場合において、合併後存続する法人若しくは合併により設

立される法人又は分割によりその国立公園事業の全部を承継する法人（以下この項において「合併

法人等」という。）が公共団体である場合にあつては環境大臣に協議したとき、合併法人等が国及

び公共団体以外の法人である場合にあつては環境大臣の承認を受けたときは、当該合併法人等は、

当該国立公園事業者の地位を承継する。 

３ 国立公園事業者が死亡した場合において、相続人（相続人が二人以上ある場合において、その全

員の同意によりその国立公園事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条にお

いて同じ。）がその国立公園事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡

後六十日以内に環境大臣に申請して、その承認を受けなければならない。 

４ 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日

又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第十条第三項の認可は、その

相続人に対してしたものとみなす。 

５ 第三項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る国立公園事業者の地位を承継する。 

 

（国立公園事業の休廃止） 

第十三条 国立公園事業者は、国立公園事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとすると

きは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。 

 

（認可の失効及び取消し等） 

第十四条 国立公園事業として行う事業が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を

必要とするものである場合において、その処分が取り消されたとき、その他その効力が失われたと

きは、当該事業に係る第十条第三項の認可は、その効力を失う。 

２ 前項の規定により第十条第三項の認可が失効したときは、当該認可が失効した者は、その日から

三十日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならない。 

３ 環境大臣は、第十条第三項の認可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認

可を取り消すことができる。 

一 第十条第六項若しくは第九項又は前条の規定に違反したとき。 

二 第十条第十項の規定により同条第三項又は第六項の認可に付された条件に違反したとき。 

三 第十一条の規定による命令に違反したとき。 

四 偽りその他不正の手段により第十条第三項又は第六項の認可を受けたとき。 

 

（原状回復命令等） 

第十五条 環境大臣は、第十条第三項の認可を受けた者がその国立公園事業を廃止した場合、同項の

認可が失効した場合又は同項の認可を取り消した場合において、国立公園の保護のために必要があ

ると認めるときは、当該廃止した者、当該認可が失効した者又は当該認可を取り消された者に対し

て、相当の期限を定めて、その保護のために必要な限度において、原状回復を命じ、又は原状回復

が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。 

２ 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置（以下この条において「原状回復等」

という。）を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知する

ことができないときは、環境大臣は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はそ

の命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限

を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、環

境大臣又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなけれ

ばならない。 

３ 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提

示しなければならない。 

 

（国定公園事業の執行） 

第十六条 国定公園事業は、都道府県が執行する。ただし、道路法（昭和二十七年法律第百八十号）
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その他他の法律の定めるところにより、国が道路に係る事業その他の事業を執行することを妨げな

い。 

２ 都道府県以外の公共団体は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に協議して、国定公

園事業の一部を執行することができる。 

３ 国及び公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて、国

定公園事業の一部を執行することができる。 

４ 第十条第四項及び第五項の規定は第二項の協議及び前項の認可について、第十条第六項から第九

項まで、第十二条第二項及び第十三条の規定は第二項の協議をした者について、第十条第六項から

第十項まで、第十一条から第十三条まで、第十四条第三項及び前条の規定は前項の認可を受けた者

について、第十四条第一項及び第二項の規定は前項の認可について準用する。この場合において、

これらの規定中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第十条第十項中「国立公園」とある

のは「国定公園」と、第十一条、第十四条第一項及び前条第一項中「国立公園事業」とあるのは「国

定公園事業」と、第十二条第一項から第三項までの規定中「その国立公園事業」とあるのは「その

国定公園事業」と、同条第二項中「公共団体である」とあるのは「都道府県以外の公共団体である」

と、第十三条中「国立公園事業の」とあるのは「国定公園事業の」と、前条第一項中「国立公園の」

とあるのは「国定公園の」と読み替えるものとする。 
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自然公園法施行令（昭和32年政令第298号） 

 

（公園事業となる施設の種類） 

第一条 自然公園法（昭和三十二年法律第百六十一号。以下「法」という。）第二条第六号に規定す

る政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 

一 道路及び橋 

二 広場及び園地 

三 宿舎及び避難小屋 

四 休憩所、展望施設及び案内所 

五 野営場、運動場、水泳場、舟遊場、スキー場、スケート場及び乗馬施設 

六 他人の用に供する車庫、駐車場、給油施設その他の自動車に燃料又は動力源としての電気を供

給するための施設及び昇降機 

七 運輸施設（主として国立公園又は国定公園の区域内において路線又は航路を定めて旅客を運送

する自動車、船舶、水上飛行機、鉄道又は索道による運送施設、主として国立公園又は国定公園

の区域内において路線を定めて設けられる道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号）第二条

第八項の一般自動車道及び主として旅客船の用に供する係留施設をいう。） 

八 給水施設、排水施設、医療救急施設、公衆浴場、公衆便所及び汚物処理施設 

九 博物館、植物園、動物園、水族館、博物展示施設及び野外劇場 

十 植生復元施設及び動物繁殖施設 

十一 砂防施設及び防火施設 

十二 自然再生施設（損なわれた自然環境について、当該自然環境への負荷を低減するための施設

及び良好な自然環境を創出するための施設が一体的に整備されるものをいう。以下同じ。） 
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自然公園法施行規則（昭和32年厚生省令第41号） 

 

（国立公園事業の執行の協議又は認可） 

第一条の三 法第十条第二項の協議又は同条第三項の認可は、公園施設ごとに協議し、又は認可を受

けるものとする。 

 

（国立公園事業の執行の協議又は認可の申請） 

第二条 法第十条第四項の執行の協議又は認可の申請は、書面を提出する方法又は電子情報処理組織

（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成十四年法律第百五十一号）第六条第一

項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を使用する方法をもつて行うものとする。 

２ 法第十条第四項第六号に規定する環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 

一 公園施設の構造（自然公園法施行令（昭和三十二年政令第二百九十八号。以下「令」という。）

第一条第七号の施設（以下「運輸施設」という。）にあつては、当該施設が風景に及ぼす影響を

明らかにするために必要な事項に限る。） 

二 令第一条第一号から第九号までに掲げる公園施設にあつては、その施設の供用開始の予定年月

日 

三 工事の施行を要する場合にあつては、その施行の予定期間 

３ 法第十条第五項に規定する環境省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。ただし、運

輸施設に関する国立公園事業にあつては、第七号、第八号及び第十一号に掲げる書類を、公共団体

が執行する公園施設に関する国立公園事業にあつては、第一号、第二号、第六号から第八号まで、

第十一号及び第十二号に掲げる書類を除くとともに、行為の規模が大きいため、第三号から第五号

まで及び第十号に掲げる縮尺の図面によつては適切に表示できないと認められる場合にあつては、

当該施設の規模及び構造に応じて、適切と認められる縮尺の図面をもつて、これらの図面に替える

ことができる。 

一 個人にあつては、住民票の写し 

二 法人にあつては、登記事項証明書 

三 公園施設の位置を明らかにした縮尺二万五千分の一程度の地形図 

四 公園施設の付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一程度の概況図及び天然色写真 

五 公園施設の規模及び構造（運輸施設にあつては、当該施設が風景に及ぼす影響を明らかにする

ために必要な事項に限る。）を明らかにした縮尺千分の一程度の各階平面図、二面以上の立面図、

二面以上の断面図及び意匠配色図並びに事業区域内にある公園施設の配置を明らかにした縮尺千

分の一程度の配置図 

六 法人にあつては、定款、寄附行為又は規約 

七 公園施設の管理又は経営に要する経費について収入及び支出の総額及び内訳を記載した書類そ

の他公園施設を適切に管理又は経営することができることを証する書類 

八 工事の施行を要する場合にあつては、事業資金を調達することができることを証する書類 

九 令第一条第三号に掲げる宿舎に関する国立公園事業であつて、特定の者の優先的な使用を確保

する仕組みを設けるものにあつては、当該仕組み及び当該事業の執行による国立公園の保護又は

利用の増進の内容を明らかにした書類 

十 工事の施行を要する場合にあつては、木竹の伐採、修景のための植栽その他当該工事に付随す

る工事の内容を明らかにした書類及び縮尺千分の一程度の図面 

十一 工事の施行を要する場合にあつては、積算の基礎を明らかにした工事費概算書 

十二 国立公園事業の執行に必要な土地、家屋その他の物件を当該事業の執行のために使用するこ

とができることを証する書類 

十三 国立公園事業の執行に関し土地収用法（昭和二十六年法律第二百十九号）の規定により土地

又は権利を収用し又は使用する必要がある場合にあつては、その収用又は使用を必要とする理由

書 

４ 環境大臣は、前項各号に掲げるもののほか、法第十条第二項の協議又は同条第三項の認可に関し

必要があると認めるときは、当該協議又は認可の申請をした者に対し、縮尺千分の一程度の構造図、

給排水計画図その他の必要な書類の提出を求めることができる。 
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５ 前二項の書類の添付については、第一項の規定の例による。 

 

（変更の協議又は認可を要しない軽微な変更） 

第三条 法第十条第六項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるもの

とする。 

一 法第十条第四項第一号又は第五号に掲げる事項の変更（ただし、第五号に掲げる事項の変更に

あつては、令第一条第三号に掲げる宿舎に関する国立公園事業であつて、特定の者の優先的な使

用を確保する仕組みを設けようとするものを除く。） 

二 前条第二項第一号から第三号までに掲げる事項の変更（ただし、第一号に掲げる事項の変更に

あつては公園施設の規模、色彩又は形態の変更を伴わないものに限る。） 

 

（国立公園事業の内容の変更の協議又は認可の申請） 

第四条 法第十条第七項の規定による変更の協議又は認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載し

た協議書又は申請書を環境大臣に提出して行うものとする。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

二 変更の内容 

三 変更しようとする年月日 

四 変更を必要とする理由 

五 工事の施行を要する場合にあつては、その施行の予定期間 

２ 法第十条第八項において準用する同条第五項に規定する環境省令で定める書類は、第二条第三項

第三号及び第四号に掲げる書類のほか、変更に係る第二条第三項各号に掲げる書類（同項第三号及

び第四号に掲げるものを除く。）とする。 

３ 環境大臣は、前項に定めるもののほか、法第十条第六項の協議又は認可に関し必要があると認め

るときは、当該協議又は認可の申請をした者に対し、縮尺千分の一程度の構造図、給排水計画図そ

の他の必要な書類の提出を求めることができる。 

 

（変更の協議又は認可を要しない軽微な変更の届出） 

第五条 法第十条第九項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に

提出して行うものとする。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

二 変更の内容 

三 変更した年月日 

四 変更を必要とする理由 

 

（承継の協議又は承認の申請） 

第六条 法第十二条第一項の承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を

環境大臣に提出するものとする。 

一 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

二 公園施設の種類 

三 公園施設の管理又は経営の方法 

四 国立公園事業を譲渡しようとする年月日 

五 国立公園事業を譲渡しようとする理由 

２ 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類（運輸施設に関する国立公園事業にあつては、第四号

に掲げる書類を除く。）を添付するものとする。 

一 譲受人が個人の場合にあつては、譲受人の住民票の写し 

二 譲受人が法人の場合にあつては、譲受人の定款、寄附行為又は規約及び登記事項証明書 

三 第二条第三項第三号、第四号及び第十二号に掲げる書類 

四 譲受人が行う公園施設の管理又は経営に要する経費について収入及び支出の総額及び内訳を記

載した書類その他譲受人が公園施設を適切に管理又は経営することができることを証する書類 

五 令第一条第三号に掲げる宿舎に関する国立公園事業であつて、譲受人が譲り受けた後に特定の
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者の優先的な使用を確保する仕組みを設けるものにあつては、当該仕組み及び当該事業の執行に

よる国立公園の保護又は利用の増進の内容を明らかにした書類 

六 譲渡及び譲受けに係る譲渡人及び譲受人の意思の決定を証する書類 

七 その他環境大臣が必要と認める書類 

３ 法第十二条第二項の規定による承継の協議をしようとする者又は承認を受けようとする者は、次

の各号に掲げる事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出するものとする。 

一 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割によりその国立公園事業の全

部を承継する法人（以下「合併法人等」という。）の名称及び住所並びにその代表者の氏名 

二 国立公園事業者である法人の名称及び住所並びにその代表者の氏名 

三 公園施設の種類 

四 合併又は分割した年月日 

五 合併又は分割した理由 

４ 前項の協議書又は申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。 

一 合併法人等の定款、寄附行為又は規約及び登記事項証明書 

二 第二条第三項第三号、第四号及び第十二号に掲げる書類 

三 合併契約書及び合併により消滅した国立公園事業者の登記事項証明書又は分割契約書 

５ 法第十二条第三項の規定による相続の承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を

提出して行うものとする。 

一 相続人の氏名及び住所並びに被相続人との続柄 

二 被相続人の氏名、住所及び死亡年月日 

三 公園施設の種類 

６ 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。 

一 第二条第三項第一号、第三号、第四号及び第十二号に掲げる書類 

二 被相続人との続柄を証する書類 

三 相続人が二人以上ある場合においては、その全員の同意により国立公園事業を承継すべき相続

人として選定されたことを証する書類 

 

（国立公園事業の休廃止の届出） 

第七条 法第十三条の規定による届出は、国立公園事業を休止又は廃止しようとする日の一月前まで

に、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

二 公園施設の種類 

三 休止しようとする場合にあつては、休止しようとする国立公園事業の範囲、休止予定期間及び

休止期間中の公園施設の管理方法 

四 廃止しようとする場合にあつては、その予定年月日及び廃止後の公園施設の取扱い 

２ 前項の届出書には、第二条第三項第三号及び第四号に掲げる書類を添付するものとする。 

 

（認可の失効の届出） 

第八条 法第十四条第二項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して

行うものとする。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

二 公園施設の種類 

三 失効した年月日 

四 失効した理由 

２ 前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付して行うものとする。 

一 第二条第三項第三号及び第四号に掲げる書類 

二 他法令の規定による行政庁の許可、認可その他の処分が取り消されたこと、その他その効力が

失われたことを証する書類 

 

（国定公園事業に関する規定の準用） 
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第九条 第一条の三及び第二条の規定は、法第十六条第二項の協議及び同条第三項の認可について、

第三条から第五条まで、第六条第三項及び第四項並びに第七条の規定は法第十六条第二項の協議を

した者について、第三条から第七条までの規定は法第十六条第三項の認可を受けた者について、前

条の規定は法第十六条第三項の認可について準用する。この場合において、第一条の三、第二条、

第四条、第六条及び第七条中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、第二条第一項中「法

第十条第四項の執行の協議又は認可」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第

四項の執行の協議又は認可」と、同条第二項中「法第十条第四項第六号」とあるのは「法第十六条

第四項において準用する法第十条第四項第六号」と、同条第三項中「法第十条第五項」とあるのは

「法第十六条第四項において準用する法第十条第五項」と、「公共団体」とあるのは「都道府県以

外の公共団体」と、同項第九号及び第六条第二項第五号中「国立公園の」とあるのは「国定公園の」

と、第二条第四項、第四条から第六条まで中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第三条

中「法第十条第六項ただし書」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第六項た

だし書」と、同条第一号中「法第十条第四項第一号又は第五号」とあるのは「法第十六条第四項に

おいて準用する法第十条第四項第一号又は第五号」と、第四条第一項中「法第十条第七項」とある

のは「法第十六条第四項において準用する法第十条第七項」と、同条第二項中「法第十条第八項に

おいて準用する同条第五項」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第八項にお

いて準用する同条第五項」と、同条第三項中「法第十条第六項」とあるのは「法第十六条第四項に

おいて準用する法第十条第六項」と、第五条中「法第十条第九項」とあるのは「法第十六条第四項

において準用する法第十条第九項」と、第六条第一項中「法第十二条第一項」とあるのは「法第十

六条第四項において準用する法第十二条第一項」と、同条第三項中「法第十二条第二項」とあるの

は「法第十六条第四項において準用する法第十二条第二項」と、同条第五項中「法第十二条第三項」

とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十二条第三項」と、第七条第一項中「法第十

三条」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十三条」と、第八条第一項中「法第十

四条第二項」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十四条第二項」と読み替えるも

のとする。 


